
 

 

 

 

 

令和６年度愛媛県屋外広告物講習会 

受講案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県屋外広告物条例（昭和 39年 10月 6日条例第 50号）第 38条第 1項の規定に

基づき、本年度の屋外広告物講習会を開催します。 

 

平成 17年 7月から、愛媛県内（松山市の区域を除く。）で屋外広告業を営もうとす

る方は、知事の登録を受ける必要があり、営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者等

を業務主任者として置かなければなりません。 

 

屋外広告業に従事している方、将来従事しようとしている方など、講習会の受講 

を希望される方は、ぜひ受講されますよう御案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県土木部道路都市局都市計画課 
 

 

 

 

 

 

 



１ 開催日時及び講習課程 

 令和６年８月９日（金） 午前９時 30分～午後４時 20分 

・屋外広告物に関する法令の課程 

・屋外広告物の表示の方法に関する課程 

・屋外広告物の施工に関する課程 

 

 

２ 場所 

愛媛県自治会館２階会議室（松山市一番町四丁目１－２） 

※愛媛県庁構内および西駐車場には駐車できませんので、公共交通機関を利用し 

てください。 

 

 

３ 受講手続 

（１）受講申込書 

別添の「受講申込書」を使用してください。 

「受講申込書」の様式は愛媛県のホームページからもダウンロードすることが

できます。 

 

○愛媛県ホームページ「屋外広告物規制のページ」

http://www.pref.ehime.jp/page/75485.html 

 

※「申込者」欄は、当日受講する方の住所・氏名・生年月日を記入してください。 

  申込者以外の受講は認められませんので、御注意ください。 

 

（２）申込先及び方法 

愛媛県土木部道路都市局都市計画課に直接提出又は郵送してください。 

 

（３）受付期間 

令和６年６月 17日（月）から令和６年７月 12日（金） 

（土曜、日曜及び祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 

※郵送の場合は、７月 12日（金）の消印のあるものまで受け付けます。 

 

（４）受講定員 

会場の都合上、受講定員は先着 20名までとします。 

 

 

４ 受講手数料 

（１）手数料 

3,000円 

 

（２）納付方法 

受講申込書の証紙ちょう付欄に愛媛県収入証紙を貼付してください。 

 

※受付後は、講習会を受講されない場合でも手数料はお返ししません。 

 

http://www.pref.ehime.jp/page/75485.html


５ 講習課程の一部免除 

次のいずれかに該当する方は、講習課程のうち「屋外広告物の施工に関する課

程」の受講が免除されますので、その資格を有することを証する書面の写しを受講

申込書に添えて提出してください。 

 

(１)建築士法（昭和 25年法律第 202号 ）第 2条第 1項に規定する建築士の資格を有

する者 

 

(２)電気工事士法（昭和 35年法律第 139号 ）第 3条に規定する電気工事士免状の交

付を受けている者 

 

(３)電気事業法（昭和 39年法律第 170号 ）第 44条第 1項に規定する第一種電気主任

技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を

受けている者 

 

(４)職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号）に基づく職業訓練指導員免許所持

者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの 

 

 

６ 当日持参する物 

○講習会受講票（受講申込書の受付後に郵送します。） 

○筆記用具 

○その他 

 次の図書を参考に講習を行いますので、お持ちの方は持参してください。 

 「屋外広告の知識(第 5次改訂版)第 1巻 法令編」 定価 2,970円（税込） 

 「屋外広告の知識(第 4次改訂版)第 2巻 デザイン編」 定価 2,096円（税込） 

 「屋外広告の知識(第 4次改訂版)第 3巻 設計・施工編」 定価 2,724円（税込） 

－ぎょうせい刊－ 

※当日、会場入口付近で業者が販売します。不足発生防止のため、購入を希望さ

れる方は、受講申込書欄外へ購入を希望する図書を記入してください。（代金

は当日持参願います。） 

 

 

７ 講習会修了証明書の交付 

講習会の課程を修了した方に当日手交します。 

※遅刻、早退、途中欠席された方には、講習会修了証明書を交付しないことが 

あります。 

 

※本県の屋外広告物講習会の修了では、業務主任者としての要件を満たさない 

都道府県等もありますので、御注意ください。 

 

 

８ 問合せ先 

   〒790-8570 松山市一番町四丁目１－２ 

   愛媛県土木部道路都市局都市計画課 土地利用調整係 

TEL 089-912-2736 



様式第 20号（第 22条関係） 屋外広告物講習会受講申込書 

 

 

屋外広告物講習会受講申込書 

 

 

 
令和  年  月  日 

 

 

愛媛県知事 中村 時広 様 

 

                             （〒   －    ） 

    住  所            

 

申込者 氏  名  

 

生年月日  

 

電話番号  

 

※ 受 講 番 号   第         号 

※修了証明書 

番 号       第       号 

交 付 年 月 日       年      月      日 

※講習会の課程

の免除に関

する事項 

 

愛媛県収入証紙

ち ょ う 付 欄 
 

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

   ２ ※印の欄は、記入しないこと。 

 

※テキスト購入の希望について、下表に記入してください。（該当する項目を〇で囲む／代金は当日持参） 

テキスト購入希望 有   無 

購入を希望する巻 １ ２ ３ 

 

「屋外広告の知識(第５次改訂版)第１巻 法令編」 定価 2,970円（税込） 

「屋外広告の知識(第４次改訂版)第２巻 デザイン編」 定価 2,096円（税込） 

「屋外広告の知識(第４次改訂版)第３巻 設計・施工編」 定価 2,724円（税込） 

 

（別添） 


